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常陸太田市教育委員会定例会（５月）会議録 

 

１ 日  時    令和２年５月21日（木）午後１時55分 

２ 場  所    常陸太田市本庁舎３階 大会議室 

３ 出席委員    教育長 石川 八千代 

委員 （教育長職務代理者）中村 和幸 

          委員 安西 仁人 

委員 谷下田 幹子 

委員 萩谷 浩司 

４  欠席委員        なし 

５ 事務局職員   教育部長 武藤 範幸 

教育総務課長 小泉 秀明 

指導室長 佐藤 義明 

生涯学習課長兼生涯学習センター館長 井坂 修 

文化課長 高橋 知之 

スポーツ振興課長 鈴木 正明 

図書館長 髙木 道安 

学校給食センター所長 大畠 敬一 

６ 会議録署名委員 中村 和幸 委員 

７ 議  案 

議案第27号 

 

議案第28号 

議案第29号 

議案第30号 

議案第31号 

報告第11号 

  

常陸太田市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の一部

改正について 

常陸太田市奨学生選考審査会委員の委嘱について 

常陸太田市社会教育委員の委嘱について 

常陸太田市公民館運営審議会委員の委嘱について 

常陸太田市立図書館協議会委員の任命について 

令和２年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）（教育費関係）の

編成に対する意見の専決について 

８ その他 

   令和２年度における学校再開及び学校再開後の対応について（案） 

９ 閉  会 （午後３時29分） 
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教育長 ただ今から教育委員会５月定例会を開会します。 

教育委員の皆さまには，日頃からお世話になっております。 

先週の金曜日，知事の方から，特定警戒都道府県から解除されたことを

受け，本県独自のコロナ対策指針に基づいて，「Stage４」から「Stage３」

に移行するための発表がありました。また，明日の記者発表で，来週から

「Stage３」から「Stage２」へ移行されることが予定されております。 

本市の学校においては，今週は月曜日，人数が多い学校については，分

散登校を行ったところです。 

来週は，月曜日と火曜日のほか，木曜日と金曜日を分散登校と定めてお

ります。 

今週の子ども達の登校を見ますと，前回の５月７日の登校と比べると，

新型コロナウイルス感染に伴う欠席者の数が減りまして，小学校は 12 校

のうち５名がまだ不安ということで欠席。中学校は０名ということで，小

中いずれも減っており，98％を超える出席者があり，子ども達は学校再開

を待ち望んでいるという思いが伝わってきます。 

教育委員会所管の施設開館等を含め，今日の議案のあと，その他で今後

の学校の予定について，また，各課の現状と今後の予定について報告をい

ただく予定です。 

本日の出席委員ですが，全員出席となっております。事務局職員の方は，

生涯学習課の井坂課長が遅れて出席されますのでよろしくお願いいたし

ます。 

会議録署名委員には中村委員にお願いをいたします。 

本日の議案ですが，事前に配布しております日程表のとおり，６件の議

案がございます。また，その他といたしまして，今後の学校再開と各課の

現状と今後の予定について報告がございます。それでは早速議事に移りた

いと思います。 

議案第 27 号「常陸太田市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する

条例の一部改正について」，事務局から説明願います。 

教育部長 

 

 

 

 

 

１ページをご覧願います。 

提案者に代わり，ご説明申し上げます。 

議案第 27 号「常陸太田市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する

条例の一部改正について」でございます。 

提案理由でございますが，茨城県中央児童相談所の組織改正により，令

和２年４月１日から茨城県日立児童相談所が本市の管轄児童相談所とな

ることから，本条例の一部改正を行うため，提案するものでございます。 

３ページをご覧願います。 
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左側，新旧対照表の改正案，第４条第２項第２号中「茨城県中央児童相

談所」を「茨城県日立児童相談所」に改正するものでございます。 

２ページにお戻り願います。 

附則でございますが，この条例は，公布の日から施行し，令和２年４月

１日から適用するものでございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教育長 

 

 

 

ただいまの説明について何か質疑等はありますか。 

特にないようですので，議案第 27 号「常陸太田市いじめ問題対策連絡

協議会等の設置に関する条例の一部改正について」は，議決いただいたこ

とといたします。 

続いて，議案第 28 号「常陸太田市奨学生選考審査会委員の委嘱につい

て」を議案といたします。事務局から説明願います。 

教育部長 ４ページをご覧願います。 

提案者に代わり，ご説明申し上げます。 

議案第 28 号「常陸太田市奨学生選考審査会委員の委嘱について」でご

ざいます。 

提案理由でございますが，現委員の任期は令和３年３月 31 日付けをも

って満了となるが，関係団体役員の改選に欠員が生じ，その後任の者を委

嘱するため，提案するものでございます。 

中段に表がございますが，委嘱者は，学識経験者の区分から鈴木拓郎氏

を委嘱するものでございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教育長 ただいまの説明について何か質疑等はありますか。 

特にないようですので，議案第 28 号「常陸太田市奨学生選考審査会委

員の委嘱について」は，議決いただいたことといたします。 

続いて，議案第 29 号常陸太田市社会教育委員の委嘱について」を議案

といたします。事務局から説明願います。 

教育部長 ５ページをご覧願います。 

提案者に代わり，ご説明申し上げます。 

議案第29号「常陸太田市社会教育委員の委嘱について」でございま

す。 

提案理由でございますが，関係団体の役員改選に伴い，その後任の

者を委嘱するため，提案するものでございます。 

中段に表がございますが，委嘱者は，社会教育団体の区分から，常

陸太田市PTA連絡協議会副会長の深津直哉氏に委嘱するものでござい

ます。 
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 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教育長 ただいまの説明について何か質疑等はありますか。 

なければ，議案第29号「常陸太田市社会教育委員の委嘱について」

は議決いただいたことといたします。 

続いて，議案第 30 号常陸太田市公民館運営審議会委員の委嘱について

を議題といたします。事務局から説明願います。 

教育部長 ６ページをご覧願います。 

提案者に代わり，ご説明申し上げます。 

議案第30号「常陸太田市公民館運営審議会委員の委嘱について」で

ございます。 

提案理由でございますが，公民館運営審議会委員の辞職に伴い，そ

の後任の者を委嘱するため，提案するものでございます。 

７ページをご覧願います。 

委嘱者は，太田公民館から，鈴木稔氏と武藤久恵氏の２名を委嘱す

るのもでございます。  

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

教育長 ただいまの説明について何か質疑等はありますか。 

なければ，議案第30号「常陸太田市公民館運営審議会委員の委嘱に

ついて」は議決いただいたことといたします。 

続いて，議案第 31 号常陸太田市立図書館協議会委員の任命についてを

議題といたします。事務局から説明願います。 

教育部長 ８ページをご覧願います。 

提案者に代わり，ご説明申し上げます。 

議案第 31 号「常陸太田市立図書館協議会委員の委嘱について」でござ

います。 

提案理由ですが，図書館協議会委員及び学校教育関係委員の退任に伴

い，その後任の委員を任命するため提案するものであります。 

中段に表がございますが，学校教育関係者から，石川尚子氏と木村克枝

氏の２名を任命するものでございます。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

教育長 ただいまの説明について何か質疑等はありますか？ 

ただいまの説明について何か質疑等はありますか。 

なければ，議案第31号「常陸太田市公民館運営審議会委員の委嘱に

ついて」は議決いただいたことといたします。 

続いて，「令和２年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）（教育費関

係）の編成に対する意見の専決について」を議題といたします。事務局か
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ら説明願います。 

教育部長 ９ページをご覧願います。 

提案者に代わり，ご説明申し上げます。 

報告第１号「令和２年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）（教育

費関係）の編成に対する意見の専決について」ご報告いたします。 

10ページをご覧願います。 

「専決処分書」の写しがございます。 

幼稚園管理費に係る備品購入費の予算措置についての意見について，教

育委員会を招集する時間的余裕がないと認めるので，常陸太田市教育委員

会事務決裁規程第２条第１項に規定により，下記予算に対する同意を専決

処分する。 

令和２年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）（教育費関係） 

令和２年５月７日，常陸太田市教育委員会，教育長，石川八千代。 

こちらの補正予算つきましては，５月７日（木）に開催されました「市

議会臨時議会」に上程し，原案可決いただいたところでございます。 

補正予算の内容でございますが，新型コロナウイルスの感染拡大に関す

る，国及び茨城県並びに本市独自の緊急対策に伴う補正でございます。 

13ページをご覧願います。 

第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ，52 億 5,009 万 4 千円を追

加し，総額を310億709万4千円としたものでございます。 

15ページをご覧願います。 

歳入・歳出補正予算の歳出でございます。 

教育費の欄でございますが，補正前の額，32億5473万6千円のところ，

補正額199万1千円を追加し，32億5672万7千円としたものでございま

す。 

16ページをご覧願います。 

補正増の内容でございますが，最下段の９款４項１目 17 節，幼稚園管

理費の備品購入費として，施設備品購入費を計上したものでございます。 

購入の内容でございますが，新型コロナウイルス感染拡大を防止するた

め，幼稚園４園に対し，空気清浄機 20 台，189 万 2 千円及び，非接触体

温計10台，9万9千円。合計199万1千円を購入するものでございます。 

報告第１号，補正予算の編成に対する意見の専決については，以上です。 
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教育長 なければ，報告第１号「令和２年度常陸太田市一般会計補正予算（第１

号）（教育費関係）の編成に対する意見の専決について」は承認いただい

たということといたします。 

それでは，本日予定しておりました議案はすべて終了となりました。 

続いて次第の８，「その他」に移ります。日程に記載がありますように，

説明願います。 

指導室長 

 

○令和２年度における学校再開及び学校再開後の対応について（案）  

・臨時休業中の対応，学校再開，夏季休業期間，創立記念日の取り扱い，

学期の取り扱い，修学旅行・宿泊学習，運動会・体育祭について説明。 

教育長 ただいまの説明内容について，何か質疑等はありますか。 

委員 ・小学校１年生は，６月第２週目最後まで授業を受けるのか。 

・夏の時期にマスクを着用すると，熱中症対策が必要である。 

・新型コロナウイルス感染症の不安で，登校させなかった場合の出席の扱

いはどうなるのか。 

・オンライン授業を履修期間とみなすのか。 

・土曜日も活用しないと厳しい状況になる。 

各所属課長 ○各課の現状及び今後の予定について報告。 

教育総務課 次回教育委員会定例会（６月）日程について 

日時 令和２年６月18日（木）午後２時00分 

場所 常陸太田市役所分庁舎 203・204会議室 

 


